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第９回 西米良村農業委員会総会議事録 

 

Ⅰ 開催日時及び場所 

 日 時： 平成３１年１月２５日（金）  １３：００～１３：２５ 

 場 所： 西米良村基幹集落センター ２階会議室 

 

Ⅱ 出席委員（農業委員７名） 

 １番：中武武司会長、２番：黒木保正、３番：黒木廣喜、４番：黒木和子、 

５番：田爪朝幸、６番：上村好彦、７番：佐伯秀巳 

 

Ⅲ 提出議題 

 議案第１号        平成３１年度農作業標準賃金について 

  

Ⅳ 総会経過 

 

 １ 開 会 

   農業委員会事務局長 上米良重光の進行で開会した。 

 

 ２ 会長あいさつ 

   開会にあたって、中武武司会長があいさつを行った。 

    

 ３ 議 事 

   西米良村農業委員会会議規則第３条第１項の規定により、中武武司会長が議長とな 

って議事を進行した。 

 

 審議に先立ち、中武武司会長より、佐伯秀巳委員と黒木保正委員が議事録署名者に 

指名された。 

   

  【中武武司会長】 

    議案第１号「平成 31 年度農作業標準賃金」について、事務局から説明をお願い

します。 
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【事務局】     

それでは、第１号議案「平成 31年度農作業標準賃金」について説明をいたしま 

す。 

    先日、西都児湯農業委員会連絡協議会において、事務局長会議がありその中で平 

成 31年度農作業標準賃金について、審議がありましたので、それに合わせて昨年 

から変更があったところのみ説明いたします。 

一般作業賃金について、県の最低賃金が改正されたことにより5,900円から6,100 

   円に変更しています。時間賃金は、737 円から 762 円に変更しています。荒代は、 

10a当たり 4,000円から 3,000円に変更しています。荒田～仕上げまでと荒田～田 

植までは、作業賃金単価が安いので単価毎に作業工程が示されているため削除しま 

す。また、昨年の総会時に果樹（ゆず）関連の作業賃金が示されていなかったので、 

現状に合ったものを作成した方がいいのではないかと審議されていたので、今回、 

農家の賃金を基に作成させていただきました。果樹収穫作業は、1日当たり 7,400 

円、果樹選果作業は、1日当たり 6,400円、果樹剪定作業は、1日当たり 6,500円 

を記載させていただいています。 

以上で、説明を終わります。ご審議をよろしくお願いします。 
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【中武武司会長】 

    事務局から、説明を受けたところですが、質疑はございませんか。 

 

【事務局長】 

  捕捉になりますが、昨年、荒田～仕上までが 10,300円と荒田～田植までが 15,900 

 円となっていましたが、西都児湯事務局長会議で安いのではないかと意見されたの 

で、各作業単価が示されているので、削除しております。また、果樹作業賃金につ 

いて、平均でしてありますが、各農家で基準が違うためあくまで参考に農家の方に 

はしていただきたいと思います。 

 

  【中武武司会長】 

    その他に質疑はございませんか。 

 

  【委員一同】 

    ありません。 

 

【中武武司会長】 

    質疑もないようですので、決をとります。議案第１号「平成 31年度農作業標準 

賃金」について異議のある方はいらっしゃいませんか。 

 

【委員一同】 

  全員異議なし。 

 

【中武武司会長】 

全委員賛成ということで、議案第１号「平成 31年度農作業標準賃金」について 

は、可決されました。 

本日は、これで審議を終わります。 

 

   事務局長が、総会を閉会する。 １３：２５ 

   議事を作成した者の職、氏名 

   事務局長  上米良重光 

   事務局   後藤田真利 

 

  以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

   議長    会長 

   署名委員  ７番委員 

   署名委員  ２番委員 


